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お盆・納骨壇
 合   同  法   要

令和 ６ 年 ８月11日 （山の日）

法話「悲喜のお盆」 住職 木賣 慈教

▶お申し込みに関して

 新盆に該当されるご遺族と、納骨壇ご利用の門信徒様に優先申し込みのご返信用葉書を同封いたして

おります。（上記以外の方でご参加ご希望の場合は、お手数ですが西敬寺LINE公式もしくは電話にて

お申し込みくださいませ。）故人に連なるご家族・ご親戚・ご友人をお誘い頂きお運び下さいませ。

 ▶当日の服装・御布施（参加費）に関して

＊平服（仏様に対して節度を持った服装）でお願いします。

＊お念珠・門徒式章・法事勤行集（お持ちの方）はご持参下さいませ。

▶御布施（参加費）に関して

  ＊右のような「のし袋」（もしくは白い封筒に等）にお包み 頂き、代表者の

    ご芳名をお書き添いの上受付にお預け下さい。ご尊前にご奉呈しお帰りの際に

ご参拝記念品（お供え）をご謹呈いたします。

午前９時00～10時30分 会場：西敬寺本堂
（受付：午前８時30分より本堂正面にて）

御
布
施

木
賣

慈
教

真
由
美

ご案内（どなたでもお参りいただけます）

８月１３日〜１６日は６時〜１８時まで本堂を開放いたします。

冷房を効かせて冷たいお飲み物をご準備しておりますのでご遠慮なくゆっくりお参り下さいませ。

＊期間中の１５日は９時〜１１時の間「全戦没者追悼法要」が営まれ

ますのでご留意くださいませ。

＊期間中、住職は基本的に「新盆参り」にて留守となります。お盆礼のご答礼は庫裡大玄関にて坊守が

承りますので何卒よろしくお願い申し上げます。

お盆期間中の本堂自由参拝時間に関してのご案内



戦 時 教 学

国家総動員法に基づく「金属回収令」

学 童 疎 開 陣 中 名 号
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全体プログラム  【お申し込み・参加費不要】

8:30 受付開始 （本堂正面よりお入り下さい。）

9:00 「全戦没者追悼法要」 法話 住職：木賣 慈教

9:45 休 憩

9:50

「平和をうたう集い」 歌唱・伴奏：神谷 ありこさん

全員に歌詞カードをお配りします。平和への願いを込め

てご一緒に歌いましょう！

11:00

「非戦の鐘」

長命寺の梵鐘にご移動いただき非戦の誓いを込めて梵鐘

を1回づつ撞いていただきます。

（撞いていただいた方から解散となります。）
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第40回にて西敬寺LINE公
式の「お参りポイント10」
を達成された田中賀津雄さん
に記念品を贈呈しました。

会場の長野保健福祉事務所庁舎
（長野県長寿社会開発センター）

長野県シニア大学本部

長野市中御所岡田９８ー１

TEL 026-226-3741



田野山西敬寺歳時記（４月～６月）
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６月４日本堂落慶法要の際に記念法話を賜った清岡 隆文先生
が５年ぶりに大阪の有縁の方々とご参拝くださいました。



第20回
相続登記の義務化が始まっています

今回は、皆さんの関⼼が⾼い（と思われる）相続登記の義務化について概要をお知らせして
いきます。

ご存じの通り、登記に関する⼿続は司法書⼠の独占業務ですので、この記事はでは概略の説
明となります。具体的な事案に関する質問や⼿続の詳細は、必ず司法書⼠の先⽣に確認してく
ださい。

概略
相続（遺⾔を含む）によって不動産の所有権を取得した⼈は、相続の開始があったことを知り、

かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った⽇から３年以内に相続登記の申請をすることが
義務づけられました（不動産登記法第７６条の２第１項）。

また、正当な理由がないのにこの申請を怠ったときには、１０万円以下の過料の科せられることと
        されました（同法第１６４条第１項）。

この相続登記の義務化は、令和６年４⽉１⽇が施⾏にですが、
施⼯⽇より前の相続で不動産を取得した場合でも対象となります。

つまり・・・・
①相続登記の義務化は2024年4⽉1⽇開始
②不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しな

ければ、10万円以下の過料
③過去の相続分も義務化の対象

とまとめることができます。

義務化の背景
相続登記がされないために登記簿⾒ても所有者がわからない（所有者がわかっても所在が不明で

連絡がつかない）「所有者不明⼟地」が全国で増加していることがあります。
これら所有者不明⼟地は、所有者の確認に多⼤な時間と費⽤がかかり、災害復旧・復興⼯事や公

共事業の妨げになったり、放置から⽣じる環境悪化、⺠間取引や利活⽤の阻害など、社会問題にな
っています。そこで、所有者不明⼟地の発⽣原因も約３分の２を占める相続登記の魅了に対応する
ためこの法改正が⾏われたのです。

相続登記をしないリスク
相続登記をしないことは上記の社会問題だけでなく、相続⼈とっても⼤きなリスクがあります。

西敬寺 寺報 聞思MONSHI(第23号) 令和6年7月
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ここまでお読みいただきありがとうございました。
私の資格は⾏政書⼠ですので登記に関する相談業務に応じることができません。従って、今回は法務

省が公表している情報をまとめ直した掲載となります。繰り返しになりますが、個別具体的な事案や詳
細な⼿続については司法書⼠の先⽣にお尋ねください。

代表的なリスクとして、①不動産の売買ができない、②共有持分を売却されるリスクがあります。
確かに、専⾨家ではない⽅にとっては⼿続も煩雑でわかりにくかったり、登録免許税や専⾨家の報
酬といった費⽤がかかることからつい後回しにしがちですが、上記のようなリスクがあることを覚
えておきましょう。

よくある質問
Ｑ１．１０万円の過料はすぐに科されるのですか？
Ａ１．違反状態で直ちに科されるわけではありません。

登記官は、義務違反を把握した場合、違反者に対して「相当の期間を定めて相続登記の申
請をすべき旨を催告します。催告したにもかかわらず、正当な理由なくその期間内に申請
しなかった場合に、管轄の地⽅裁判所に通知」とされています。

Ｑ２．正当な理由とはどのようなものがありますか？
Ａ２．法務省では下記の理由（簡単にまとめ直しています）を⽰していますが、このほかにも個

別の事案における具体的な事項に応じて対応しています。
①相続⼈が極めて多数で、かつ、⼾籍関係書類等の収集や他の相続⼈の把握等に多くの時

間を要する場合
②相続について、遺⾔の有効性や遺産の範囲等が相続⼈の間で争われているため、不動産

が誰に帰属するか明らかでない場合
③相続登記の義務者が重病その他これに準ずる事情がある場合
④相続登記の義務者が、配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護等に関する法律に規定

する被害者その他これに準ずる者であり、その⽣命・⼼⾝に危害が及ぶおそれにある状
態で避難を余儀なくされる場合

Ｑ３．すぐに相続登記できない場合の救済策はありますか？
Ａ３．相続⼈申告登記の申出を利⽤しましょう。

様々な事情で相続登記の義務を履⾏したくてもできない場合は「相続⼈申告登記の申出」
が有効です。この申出は⾃分が相続⼈であることを法務局に申し出ればそれで相続登記義
務を履⾏したことになります。相続⼈が複数いる場合も単独で申し出ることができますが、
義務を履⾏したことになるのは申し出た相続⼈のみであることに注意が必要です。

−ご意⾒・ご要望・ご質問などお気軽にお寄せ願います−

伊藤 安芸：ＩＮＳＩＤＥＯＵＴ⾏政書⼠事務所代表

（⾏政書⼠・家族信託専⾨⼠・葬祭カウンセラー）

TEL026-219-6373 メールy-itoh@office-angei.com

インサイドアウト



タイムテーブル

（受付開始本堂正面

入口にて13:00より）

13:30 仏事作法体験

13:50  法 話

14:10  休 憩

14:20  講 演

14:50  質問タイム

15:00  終 了

＊終了後17:00まで、個別相

談（無料）を行なっています。

お気軽にお問い合わせ下さ

い。（別日でも承ります。）

終/宗活とは、あなたの拠り所となるお寺を通じて

人生の終焉を考え今を大切に自分を見つめ直す活動です

西 敬 寺 終/宗 活 公 開 講 座

毎月 第2日曜日 13:30開始  参加費不要

日 程 講 演・法 話 テ ー マ

第43回

８月11日

講演 「目的別 遺言と
エンディングノートの使い分け」

法話 「浄土真宗（門徒）のお盆の迎え方」

第44回

９月８日

講演 「相続登記の義務化が始まっています」

法話&ミニコンサート

→詳細は今ページ下段をご覧ください。

第45回

10月13日

講演 「よし書くぞ！

その前に遺言について知っておくべきこと」

法話 「仏法を聞くとはどういうことか？ 」

第46回

11月10日

講演 「家族信託を検討して見ませんか？ 」

法話 「疑うことの罪深さ」

9月8日 第44回 終/宗活公開講座  特別プログラム
＜ 箏と尺八によるミニコンサート ＞

演 奏 者

＜箏・三弦 生田流正派＞

柳澤  雅翔 大師範・細井  雅萩 大師範

＜尺八 都山流尺八楽会＞

竹腰  宝山 師範
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の
お
一
人
に
西
敬
寺
所
属
の
ご

門
徒
で
尺
八
奏
者
の
竹
腰
安
志
$
宝
山
)
さ
ん
が
い

ら
v
し
�
い
ま
す
O

地
域
の
方
々
に
も
日
本
伝
統
の
邦
楽
に
親
し
ん
で
い

た
だ
け
れ
ば
と
^
九
月
の
終/

宗
活
公
開
講
座
に
合
わ
せ

て
^
竹
腰
さ
ん
と
ジ
{
パ
ン
ウ
~
�
ク
に
て
ご
一
緒
に

演
奏
さ
れ
た
箏
奏
者
の
お
二
方
を
お
招
き
し
て
ミ
ニ
コ

ン
サ
�
ト
を
企
画
い
た
し
ま
し
た
O

演
奏
予
定
曲
に
本
願
寺
第
八
代
蓮
如
上
人
ゆ
か
り
の

楽
曲
を
入
れ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
O
ご
家
族
^
ご

友
人
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
お
運
び
く
だ
さ
い
ま
せ
O

＊
通
常
の
終/

宗
活
公
開
講
座
と
同
様
参
加
費
不
要
で
す
O


